
 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年四條畷市議会２月定例議会 

 

 

【参考資料】一部改正条例の新旧対照表 

 

（目次） 

 

〇議案第６４号関係 ………………………………………………………………  １ページ 

〇議案第６５号関係 ………………………………………………………………  ３ページ 

 



四條畷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 

（補償基礎額） 

第５条   略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

 （１）   略 

（２） 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協

力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病に

かかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業

務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態とな

つた場合には、９，１００円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収

入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、１４，２００円を超えない範囲

内においてこれを増額した額とすることができる。 

３・４   略 

 

別表 補償基礎額表（第５条関係） 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年未

満 

２０年以上 

団長及び副団長 円 

１２，５００ 

円 

１３，３５０ 

円 

１４，２００ 

分団長及び副分団長 １０，８００ １１，６５０ １２，５００ 

部長、班長及び団員 ９，１００ ９，９５０ １０，８００ 
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旧 

（補償基礎額） 

第５条   略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

 （１）   略 

（２） 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協

力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病に

かかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業

務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態とな

つた場合には、８，９００円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収

入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、１４，２００円を超えない範囲

内においてこれを増額した額とすることができる。 

３・４   略 

 

別表 補償基礎額表（第５条関係） 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年未

満 

２０年以上 

団長及び副団長 円 

１２，４４０ 

円 

１３，３２０ 

円 

１４，２００ 

分団長及び副分団長 １０，６７０ １１，５５０ １２，４４０ 

部長、班長及び団員 ８，９００ ９，７９０ １０，６7０ 
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四條畷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例新旧対照表 

新 

（職員） 

第２９条   略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加

えた数以上とする。 

（１）・（２）   略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね１５人につき１人 

（４） 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 

３   略 

 

（職員） 

第３１条   略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に 1

を加えた数以上とし、そのうち３分の２以上は保育士とする。 

（１）・（２）   略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね１５人につき１人 

（４） 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 

３   略 

 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４４条   略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とす

る。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき２人を下回ることはできない。 

（１）・（２）   略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね１５人につき１人 

（４） 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 

３   略 

 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第４７条   略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１ 

を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

（１）・（２）   略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね１５人につき１人 

（４） 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人 

３   略 

 

３



 

 

旧 

（職員） 

第２９条   略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加

えた数以上とする。 

（１）・（２）   略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね２０人につき１人 

（４） 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３   略 

 

（職員） 

第３１条   略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に 1

を加えた数以上とし、そのうち３分の２以上は保育士とする。 

（１）・（２）   略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね２０人につき１人 

（４） 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３   略 

 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４４条   略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とす

る。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき２人を下回ることはできない。 

（１）・（２）   略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね２０人につき１人 

（４） 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３   略 

 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第４７条   略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１ 

を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

（１）・（２）   略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね２０人につき１人 

（４） 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３   略 

 

４


